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・第3

令和９年度実施の福祉事業への助成金

　敦賀市共同募金委員会では、身近な地域福祉活動への支援を行うため、敦賀市内の福祉団体やボランティア団体

などが行う地域福祉を目的とした事業に対し、共同募金を財源とした助成を公募により行います、

　助成対象は、令和９年度に実施する福祉事業で、限度額は１事業あたり１０万円です。

　福祉事業の実施を予定している福祉団体やボランティア団体等のみなさん、共同募金を有効に活用してみませんか。

　申請書類等については、敦賀市共同募金委員会事務局（敦賀市社会福祉協議会内）にありますので、記入方法など

も含め、お気軽にお問い合わせください。

募

£4月３日(金)

～

5月８日(金)慧aJ

　㎜㎜ﾑ．　　--　-　-　　　　　　－　　一一　　　　　　　　㎜　　　　　■■　　　㎜　　･■　　　　　㎜　　　　　■■

受付時間　午前８時30分～午後５時３０分

たとえぱ

こんな事業に！

　障がいのある方に対する理解を深めてもらうた

めの講演会や研修会、交流事業などを開催したい。

　令和９年４月１日から令和１０年３月３１日までの問

に実施し、完了する事業で、次の事業が対象となります。

　・児童福祉の推進を図るための事業

　・障がい者福祉の推進を図るための事業

　・高齢者福祉の推進を図るための事業

　・地域福祉の推進を図るための事業　　　など

　１事業につき１０万円

を限度とします。

　(総額１００万円)

　※ただし、募金実績や

　　助成決定数等により

　　限度額を引き下げる

　　場合があります。

　※助成金は、令和９年

　　度に助成されます。

ハ　ハ　　ヘペヘ八､八J’

　高齢者の介護や介護予防についての理解を深め

てもらうための講演会や研修会、高齢者の生きが

いづくりのための教室や講座などを開催したい。

　地域福祉やボランティア活動に関する講演会や

研修会、交流事業などを開催したい。

マ
Ⅶ

　
－
－

１
１

１ １
Ｓ
｀

回

ｌ

７
舒


	page1

